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2014 年に制定された ISO 55002 は，制定直後から規格の見直し作業が進められ，2018 年 11 月に，ISO 
55002:2018 として改訂版が発行された．ISO/TC251 の国内審議団体である一般社団法人日本アセットマネ

ジメント協会では，2018 年に改訂された ISO 55002 をいち早く日本語訳するとともに，一般財団法人日本

規格協会からの委託を受け，JIS Q 55002:2017 の改正に向けた取組を行ってきた． 
本稿では，こうした取り組みを通じて得られた知見等をもとに「ISO 55001 の適用のための指針」であ

る ISO 55002 の改訂のポイントを記すとともに，今回の改訂を ISO 55001 の運用にどのように活用してい

くことが有効であるかについて考察する．また，本稿では，ISO 55002:2018 の本文に焦点をあて，適宜附

属書を引用することとし，付属書の改訂については改めて別稿で論じたいと考えている． 
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1. 規格改訂の背景 

 

現行の ISO 55002は，ISO 55000，ISO 55001と同時に，

2014年 1月に発行されたが，発行当初から，ISO 55000，

ISO 55001 の二つの規格と比べて十分な議論がなされな

かったという指摘があった．この指摘の背景は，ISO 

55002 は，ISO 55001 適用のためのガイドラインという位

置づけであるため，ISO 55001 の内容を踏まえて策定さ

れたことから，ISO 55001 の内容がある程度整理されて

から策定作業に入らざるを得なかったことに起因するも

のである．そこで，2015 年 11 月に開催された TC251 の

第1回全体会合で，ISO 55002の改訂について，通常の定

期見直し期間である発行後 5年を待たずに，改訂作業に

着手することが決議され，これに対応するためのWGの

設置が決定された． 

その後，2016年 6月にスウェーデンのマルメで開催さ

れた第 2 回会合，2016 年 10 月にアメリカのレッドラン

ズで開催された第 3回会合，その間に数回開催されたウ

ェブ会議を経て，ISO 55002 改訂の委員会原案（CD：

Committee Draft）が作成された．2017年3月にオーストラ

リアのブリスベンで開催された第 4回会合とそれに続く

ウェブ会議を経て，2017 年 10 月に国際規格案（DIS：

Draft International Standard）が策定された． 

2018年 8月に FDIS（Final Draft  International Standard）に

対する投票が開始され，2018 年 10 月に賛成多数で可決

され，2018年 11月，ISO 55002:2018が発行されるに至っ

た． 

 

 

2. 改訂のポイント 

 

(1) アセットマネジメントシステムの確立可能な対象
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者の明記 

今回の ISO 55002 の改訂では，「序文」と「１ 適用

範囲」の間に，「0.1 一般」，「0.2 アセット，アセ

ットマネジメント及びアセットマネジメントシステム」

が加筆された． 

「0.1 一般」は，改訂前の「序文」の後半の「この

規格を使用する人々」などを新しい箇条として再掲した

ものであり，実質的な変更はない．一方，「0.2 アセ

ット，アセットマネジメント及びアセットマネジメント

システム」が追記されたことは注目に値する．「0.2 

アセット，アセットマネジメント及びアセットマネジメ

ントシステム」の一部を以下に抜粋する． 

「アセットとは，組織にとって潜在的又は実際に価値

をもつものである．アセットマネジメントは，組織が組

織の目標を達成するために，アセットからの価値を実現

することを可能にする．アセットマネジメントシステム

は，組織によって，アセットマネジメントの活動を指揮

し，調整し，管理するために使用される．」 

このように，「アセット」，「アセットマネジメン

ト」，「アセットマネジメントシステム」の用語の意図

するところを明確に記している． 

また，その注記に，「アセットマネジメントシステム

は，あらゆる組織によって確立することが可能であり，

その組織は，法人か否か，また公的か私的かを問わず，

自営業者，会社，法人，事務所，企業，当局，共同経営

会社，非営利団体若しくは協会，又はこれらの一部若し

くは組合せの場合がある．組織は，例えば，アセットの

所有者，管理者，運営者，サービス提供者，子会社，提

携先又は合弁企業の場合がある．」と記された．  

すなわち，アセットの所有者だけでなくサービス提供

者をはじめとしたあらゆる組織によってアセットマネジ

メントシステムが確立可能であることが示された． 

これにより，今回の改訂で，アセットマネジメントシ

ステムの確立の対象者についてアセットオーナーに限る

べきであるといった議論もあったが，サービス提供者を

はじめアセットマネジメントに関与する組織がアセット

マネジメントシステムの確立ができることが明記され，

本件の議論に終止符が打たれたと筆者は考える． 

 

(2) 「アセット」，「アセットマネジメント」，「ア

セットマネジメントシステム」の区分の明確化 

今回の改訂では，「アセットとアセットポートフォリ

オ」と，「アセットマネジメントとアセットマネジメン

トシステム」とをどのように区別するかなど，「アセッ

ト」，「アセットマネジメント」，「アセットマネジメ

ントシステム」の 3用語ごとに新たな細分箇条を設ける

などの改善がなされている．これにより，実務面で「ア

セットとアセットポートフォリオ」と「アセットマネジ

メントとアセットマネジメントシステム」などの差異を

踏まえ，どのように規格要求事項を適用すればよいかの

方法が明確化されたと言える． 

なお，3 用語別に細分箇条が設けられた箇条は，「箇

条7.1 資源」「箇条7.2 力量」，「箇条7.3 認識」，

「箇条 7.5 情報」，「箇条 9.1 監視，測定，分析及び

評価」，「10.1 不適合及び是正処置」，「10.2 予測

対応処置」，「10.3 継続的改善」の 8箇条である． 

このようなことから，表―１のように，ISO 55002

（2018 年版）は旧版の ISO 55002（2014 年版）に比べ，

文字数が 1.14倍となった． 

 

表－１ 箇条の文字量の比較 

箇条 ISO 55002 
(2014年版) 

ISO 55002 
(2018年版) 

2018 年版
/2014 年版 

箇条 4 
組織の状況 5,897 字 6,778 字 1.15 

箇条 5 
リーダーシップ 2,475 字 4,635 字 1.87 

箇条 6 計画 7,557 字 5,907 字 0.78 
箇条 7 ⽀援 7,072 字 7,613 字 1.08 
箇条 8 運⽤ 2,724 字 3,256 字 1.20 
箇条 9 
パフォーマンス評価 6,653 字 6,774 字 1.02 

箇条 10 改善 2,471 字 4,797 字 1.94 
合計 34,849 39,760 1.14 

 

(3)  附属書の充実 

旧版の ISO 55002（2014 年版）の附属書は「アセット

マネジメントの活動に関する情報」の「附属書 A」だけ

であるが，改定によって，新たに 7項目の附属書が付加

され，以下の 8つの附属書となった． 

・附属書 A アセットマネジメントにおける“価値”の

考察 

・附属書B アセットマネジメントシステムの適用範囲 

・附属書 C 戦略的アセットマネジメント計画（SAMP） 

・附属書D アセットマネジメントの意思決定 

・附属書E ISO 55001の状況におけるリスクマネジメン

ト 

・附属書 F アセットマネジメントにおける財務及び非

財務の機能の関係 

・附属書G スケーラビリティ－小企業向け JIS Q 55001 

・附属書H アセットマネジメントの活動に関する情報 

このように附属書を充実した背景は，次の通りである． 

アセットマネジメントは，アセットからの価値を実現

化する組織の調整された活動であり，ISO 55001 の要求

事項は，複数の箇条横断的な要素もある．こうしたこと

を背景として，箇条横断的な要素の整合を図るという課
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題に対応するため，新たに「価値」，「適用範囲」，

「SAMP」，「意思決定」，「リスクマネジメント」，

「財務・非財務」，「スケーラビリティ」の 7項目につ

いて附属書が追加された． 

 

 

3.  改訂ISO 55002の各箇条をISO 55001に適用す

るポイント 

 

(1) 箇条４ 組織の状況 

a) 箇条4.1 組織及びその状況の理解 

「箇条 4.1 組織及びその状況の理解」では，組織の

状況の把握の仕方について議論となる場合があるが，今

回の改訂では，「組織の強み・弱み，機会，脅威」に対

して，SWOT 分析又は政治的・経済的・社会的・技術

的・法的・環境的（PESTLE）分析のようなツールを使

うことを推奨している．また，組織の運用の規模及び複

雑さによっては，関係者によるブレーンストーミングの

ような，より簡便なアプローチが有用である場合がある

ことを示唆している． 

b) 箇条4.4 アセットマネジメント適用の範囲 

「4.4.2 戦略的アセットマネジメント計画（SAMP）」

では，戦略的アセットマネジメント計画の位置づけ，策

定に当たっての考慮事項が明確に示された． 

具体的には，組織は，組織目標を達成するためにアセ

ットマネジメントを適用する時に，その原則を「5.2 

方針」に定めることが望ましく，この原則に基づいて活

動する際のアプローチの仕方をSAMPの中で明確にする

ことが望ましいとされた． 

このため，組織目標の達成のための「組織の計画」と

「SAMP」との間には双方向のつながりがあるので，

SAMP は反復プロセスを通じて策定されることが望まし

いとされた． 

つまり，SAMP の策定に当たっては，「組織の目標」

の達成に向け，「組織の計画」との関係性を重視し策定

し，アセットマネジメント方針に基づいた組織活動にあ

たってのアプローチを明確するが重要であるとしている． 

また，SAMP の機能の一つとして，「アセットレベル

での活動を示すアセットマネジメント計画の策定に指針

を示すこと」が望ましく，SAMP に定められた事項を活

用し，組織の規模に応じて，アセットマネジメント計画

を階層的に複数のレベルで定めることが可能となるとし

ている． 

 

(2) 箇条６ 計画 

a) 「6.1.1 計画の目的及び内容」 

今回の改訂で「箇条 6 計画」について，冒頭に

「6.1.1 計画の目的及び内容」の項が設けられ，ISO 

55001の計画策定の目的が次のように明記された． 

「計画の目的は，組織の目標からアセットマネジメン

トの目標を導き，それを達成するのに必要な活動及び資

源を決定することである．」 

上記文書から，各階層で定められるアセットマネジメ

ント計画は，組織の目標から導き出され，その目標を達

成するための必要な活動，プロセスを定め，それが実効

あるものとなるよう，箇条７により必要な資源を決定す

る必要があると筆者は考える． 

b) 「6.2.1アセットマネジメントの目標」 

「6.2.1アセットマネジメントの目標」の項では，アセ

ットマネジメント目標は複数のレベル，例えば，戦略的，

戦術的，運用的レベルが考えられることが示された．ま

た，戦略的アセットマネジメント目標（例えば，アセッ

トポートフォリオのレベルの目標）は，より低いレベル

のアセットマネジメントの目標（例えば，事業部門，ア

セットシステム，アセットグループの目標）に情報を与

え，アセットマネジメント計画の策定を可能にするため

に使用されることが望ましいことが謳われた． 

ISO 55002 はもとより第三者認証に利用される規格で

はないが，今回の改訂で，アセットマネジメント計画の

策定の目的，アセットマネジメント目標の階層化につい

て指針として明示されたことは今後の各組織のアセット

マネジメントに有効な示唆であると筆者は考える． 

c) 「6.2.2 アセットマネジメントの目標を達成するた

めの計画策定」 

 「6.6.2.1 一般」には，「（アセットマネジメント計画

に選択された時間軸について，）サービス提供者は契約

の中で顧客から課せられるよりも長期的な義務又は責任

を考慮する必要がある場合がある．」との記述が加わっ

た．すなわち，サービス提供者はアセットマネジメント

計画を立案する際に，アセットポートフォリオの寿命を

考慮し，契約期間よりも長期的な義務・責任を考慮する

必要があるとしている．サービス提供者は契約期間中の

アセットポートフォリオの健全性等に対する活動だけで

なく，アセットポートフォリオのライフサイクルを視野

に置いた活動が求められていることを示唆している． 

 

(3) 箇条７ 支援 

a) 「7.1資源」 

「7.1 資源」では，「アセットポートフォリオ」，

「アセットマネジメント」，「アセットマネジメントシ

ステム」のそれぞれに必要となる資源に関しての推奨事

項が記された． 

例えば，「アセットポートフォリオ」については「ア

セットの保全活動に必要な資源」，「アセットの保全の

ための消耗品」など，「アセットマネジメント」につい

ては「個人の力量」，「外部委託された活動」など，
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「アセットマネジメントシステム」については「コミュ

ニケーションシステム」，「人的資源管理システム」，

「情報技術システム」，「文書管理システム」を資源と

することを推奨している． 

このように，「アセットポートフォリオ」，「アセッ

トマネジメント」，「アセットマネジメントシステム」

の 3つの用語の具体的な資源の例示が示されたことはシ

ステム構築，改善に向けた活動の一助となるものと筆者

は考える． 

b) 「7.1情報に関する要求事項」 

「7.5.1一般」の冒頭に，「情報の可用性及び品質はア

セットマネジメントのあらゆる側面で極めて重要である」

と記された．アセットマネジメントの活動を行う際に，

「情報の可用性」，すなわち，「システムが継続して稼

働できる度合いや能力」と「情報の品質」の確保の重要

性が示唆されている．誤った，あるいは不完全な情報を

もとに意思決定された活動によるインシデント，不適合，

不具合の発生することを防がなければならない． 

 

(4) 箇条８ 運用 

a) 「8.1運用の計画策定及び管理」 

「8.1.3運用の計画策定及び管理のプロセス」において，

運用時のプロセス及び活動に関して考慮すべき事項が下

記の６項目についてわかりやすく加筆され，列記された． 

「人員の役割及び責任」，「運用の手順及び/又は指

示」，「資源の配分」，「関連する役割の力量に関する

要求事項」，「（プロセス及び活動の）意思決定基準の

伝達に利用可能な関連するデータ及び情報の可用性及び

収集」，「組織によって使用される技術的規格及び仕様」

の 6項目． 

アセットマネジメントとして展開される様々なプロセ

スが，上記 6項目について明確され，実地で展開される

ことがアセットマネジメントの成功の大きな要因となる

と筆者は考える． 

b) 「8.2変更のマネジメント」 

「8.2 変更のマネジメント」では，変更のマネジメン

トに必要となるプロセスに含むことが望ましい事項が下

記の７項目について列記された． 

「変更の承認権限」，「運用のための完全性への潜在

的な影響の分析」，「外部及び内部の要求事項及び承認

された規格の順守状況」，「変更の理由を含む，文書化

した情報に関する要求事項」，「変更に伴うリスク及び

リスクを軽減する処置の伝達」，「変更が生じる，又は

継続すると予想される時間的枠組み」，「変更をマネジ

メントするための文化及び力量に関する要求事項」の 7

項目． 

すなわち，「変更」に伴うリスクを許容可能なレベル

に軽減し，引き続きアセットマネジメントシステムの完

全性を維持するためには，変更の承認権限を明確にし，

変更に伴う影響を分析し，要求事項が引き続き順守でき

ることを確認し，変更の理由を文書化し，変更に伴うリ

スクの特定と軽減処置を施し，変更の伴う時間的枠組み

と人員の力量を確保し，最終的な承認権限が誰であるか

を明確にするなどのプロセスを構築することが重要であ

るとしている． 

c ) 「8.3外部委託」 

「8.3 外部委託」では，改訂前と同様に，「外部委託

の範囲によっては，外部のサービス提供者に，組織のア

セットマネジメントの目標と整合した，外部のサービス

提供者自身のアセットマネジメントシステムを確立する

ことを求める場合がある．」の文書が存知され，外部の

サービス提供者も第三者認証の対象となり得ることが改

めて明示された． 

また，外部委託者との例えば契約などを通じ次の 6項

目を形式化しておくことが望ましいとしている． 

・「サービス提供者のためのアセットマネジメントシス

テムの目標及び要求事項を規定する」 

・「外部委託された活動がどのように組織化及び構造化

されているか（例えば，責任及び権限）並びにサービ

ス提供者の内部でどのように管理されているかを含め

て，外部委託された活動のガバナンスの体制を明確に

する」 

・「サービス提供者とのインタフェース，管理活動，サ

ービス及び人材の品質に関する要求事項（7.2「力量」

及び 7.3「認識」），予定表，財務的影響，フィード

バック及び改善活動を含めて，外部委託されるプロセ

ス及び活動の範囲及び境界を明確にする」 

・「文書化した情報（7.6「文書化した情報」）及びそ

の更新，データの所有権及び責任，知的財産保護及び

企業知識（委託関係中に生じる知識を含む）に関する

要求事項を含めて，組織とそのサービス提供者との間

の，情報，知識，力量，人，プロセス，データ及び技

術を交換するためのプロセスを構築する．」 

・「アセット及びアセットマネジメントの活動の要求さ

れる状態を含む，アセット及び／又はアセットマネジ

メントの活動の管理の引き渡し及び／又は返却のプロ

セスを構築する（例えば，出口戦略の中でカバーされ

るもの）」 

・「外部委託した活動がどのように組織全体のアセット

マネジメントの目標を支援するか，概略を描く」 

アセットオーナーは，上記の 6項目などを外部委託者

との契約等の中で文書化し，外部委託に伴うリスクを軽

減し，組織内外の良好な連携関係の中でアセットマネジ

メントを展開する上で重要であると筆者は考える． 

 

(5) 箇条９ パフォーマンス評価 
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a) 「9.1.2パフォーマンスの監視」 

今回の「箇条 9 パフォーマンス評価」の改訂では，

新たに，「9.1.2パフォーマンスの監視」の箇条を設け，

パフォーマンスの監視の方法などについて詳述されてい

ることが特徴と言える． 

また，「9.1.2.2 アセットポートフォリオ」では，アセ

ットポートフォリオに関連するパフォーマンス監視の活

動のパラメータ及び頻度を決定するとき，あらかじめ考

慮しておくことが望ましい事項として，13 項目が挙げ

られている． 

例えば，「アセットの機能的な不具合及び故障モード

の両方の特定」，「機能的な不具合及び故障モードの検

出可能性」，「予想される変化率又は劣化率」，「監視

に要するコスト及び便益」，「時間とともに変化するリ

スク及びその管理」，「（不具合等に対する）是正処置

の計画策定及び実施に必要となる時間」が挙げられてい

る． 

パフォーマンスの監視によって得られるアウトプット

は，次の改善プロセスのインプット情報として使用され

ることが多いので，上記のような監視・測定活動におい

て，その監視活動に用いるパラメータ，監視活動の頻度

を上記のような事項を考慮し，合理的に定めておくこと

の重要性を認識しなければならない． 

「9.1.2.4 アセットマネジメント」では，アセットマネ

ジメントパフォーマンスの監視については，アセットマ

ネジメントの活動が，アセットから得られる意図した価

値を達成しているかどうかに焦点を当てて実施されるこ

とを推奨している． 

具体的に実施することが望ましい監視事項として，

「アセットをマネジメントする能力」，「法令及び規制

上の要求事項を含む順守状況」，「リスクマネジメント

の能力」，「組織の目標の達成度」，「変更のマネジメ

ント活動」などが挙げられている． 

「9.1.2.3 アセットマネジメントシステム」では，「組

織のアセットマネジメントの方針，戦略及び目標の達成

の有効性」，「内部及び外部の課題及びアセットマネジ

メントシステムに関連するリスクプロファイルにおける

変化」，「組織のアセットマネジメントの方針，戦略及

び目標が満たされる効率性」，「外部の提供者に外部委

託された活動のパフォーマンス」，「不適合を監視する

ための測定」，「以前のレビューからの処置を含む，マ

ネジメントシステムに対する是正処置の有効性」，「内

部監査計画の順守状況及び監査処置の完了状況」などの

7項目が挙げられている． 

これらのアセットマネジメントシステムのパフォーマ

ンスの監視項目は，いずれもマネジメントレビューのイ

ンプットとしてなることから日常的な取り組みが重要で

あると言える． 

 

(6) 箇条１０ 改善 

a) 「10.1一般」 

「箇条 10 改善」に関する記述も，前掲の表―１の

ように文字量が約 2倍と充実された． 

特に，「10.1 一般」の冒頭に，「改善は，不適合を是

正し，より高い価値を創造するための重要なプロセスで

ある．継続的改善は，組織の目標を達成することを究極

の目的とする，実施中の反復的活動とみなされることが

望ましい．改善はまた，新しい技術の採用又は従業員主

導の革新によっても達成することが可能である．」と記

された． 

すなわち，組織の目標の達成が継続的改善の究極の目

的であり，継続的改善は反復的な活動であるべきであり，

継続的改善は新しい技術の採用や従業員主導によるイノ

ベーションによっても達成可能であることが提唱された

ことは意義深いと考える 

また，「箇条6 計画」，「箇条7 支援」，「箇条8 

運用」，「箇条 9 パフォーマンスの監視」に関する継

続的改善活動の事例が示されている．特に，「箇条 6 

計画」における「外部委託の取り決めの改善」，「箇条

7 認識及びコミュニケーション」，「箇条 8 運用」

における「プロセスの有効性及び効率性」，「箇条 9 

パフォーマンスの監視」における「診断の正確性」を継

続的改善の活動事例としていることに筆者は着目したい． 

b) 「10.2.2アセットに関する不適合の調査」 

「10.2.2 アセットに関する不適合の調査」において，

アセットに関する不適合調査の方法として，「石川ダイ

アグラム，原因の木，故障の木，事象の木及びロジック

ツリー」が事例として挙げられた． 

「石川ダイアグラム」は，1956年に石川馨先生が考案

した特性要因図であり，特性と要因の関係を系統的に線

で結んで表した図で， 魚の骨図とも呼ばれる．石川先

生の考案した特性要因図がアセット不適合調査方法の第

一に挙げられてことは特筆すべきことであり，我が国の

アセットマネジメント活動の要因分析に活用されること

を期待したい． 

 

 

4. 結語 

 

 以上のように、今回の ISO 55002 の改訂は ISO 55001

の指針（ガイドライン）としての役割がより明確になり、

ISO 55001 の要求事項の意図するところやシステムの構

築、改善にあたってのヒントとなる事例がかなり盛り込

まれた． 

 また、本稿では詳しく論じることができなかった規格

横断的な要素についての解説も充実された．ISO 55002
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の改訂に伴い、現在JIS Q 55001の改定作業も進められ

おり、その早期の発行が望まれる。 

 一般社団法人日本アセットマネジメント協会（JAAM）

としては、今回のISO 55002の改訂を幅広く伝達し、理

解を深めていただくことに貢献したいと考えている． 
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